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④ 漁村集落地区 例） 東仲島周辺地区（茨城県神栖市）
漁港の周辺部において、漁業従事者とその家族により形成された集落。主たる産業
が漁業のみであるため、若年層の人口流出が激しく高齢化の速度が速いことが多い。

⑤ 中心市街地地区 例） 原駅前地区（静岡県沼津市）
街道筋沿いに位置していたことから、宿場町又は商業地として発展してきた集落。現
在では旧国道沿いに位置していることが多く、地元商業も衰退し、老朽化した建築物
が空家となって残存していることも少なくない。

⑥ 斜面市街地地区 例） 十善寺地区（長崎県長崎市）
沿岸部に面した斜面地に形成された市街地。主として住宅で形成され、形成過程に
おいて工場従事者あるいは漁業従事者の住宅として発展したが、基盤が未整備のま
まのため建物の更新が行われず、高齢化、空き家化が急速に進行している。

① 戦災を免れた地区 京島地区（東京都墨田区）
戦前からの長屋が老朽化して立ち並び、防災上危険な状態。戦災復興土地区画整
理事業からも除外されたため、道路等の基盤も未整備なままであることが多い。

② 木造賃貸アパート密集地区 例） 寝屋川地区（大阪府寝屋川市）
高度経済成長期における大都市への人口流入に対応するために大都市周辺の農
地等に建設された多くの木造賃貸アパートが、建設時のラッシュに生活道路等の基
盤整備が追い付かず、接道不良状態のまま放置されている。

③ 住・商・工混在地区 例） 関原1丁目地区（東京都足立区）
中小の町工場や商店街と住宅が混在した地区。特に住工混在地区では、騒音・臭気
等住環境上の問題が残っている。

密集市街地とは 成立過程などから見た類型と特徴

主として大都市圏及びその周辺

主として地方圏

例）生野南部地区（大阪市生野区）、
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・市街地大火の延焼防止
・広域避難の確保

道路等の整備、
沿道建築物の不燃化

広域的避難場所の整備

・街区レベルの延焼防止による市
街地大火への拡大の防止
・一次避難路の確保

老朽建物の除却、空地の整備、
避難路の確保、沿道の耐震化

共同建替による不燃化

道路等による
「防災環境軸」の形成

街区内部の整備

≪密集市街地の整備イメージ≫ 【従前】 【従後】

避難路の整備例（大阪府門真市門真本町地区）

共同建替えによる不燃化の例（東京都墨田区京島地区）

密集市街地の整備改善について

現状の課題 老朽木造建築物の建て詰まり、倒壊危険性
可燃物の集積、 着火の恐れ、 避難路を塞ぐ

狭あいな道路、行き止まり道路が多い
避難が困難、 接道不良による建替が困難

・各住宅から安全な避難地への避難を確保するための、道路の整備及び沿道建築物の耐震化

・延焼拡大を防ぐための、延焼遮断帯や公園等のまとまった空地の整備、老朽建築物の除却

・共同建替や個々の住宅の建替え等による建物の不燃化

 ・火災発生防止のための感震ブレーカーの配布、初期消火や円滑避難のための地域住民活動等

改善の手法

避難困難性の解消 「避難地・避難路等の確保」改善の基本方針 延焼危険性の解消 「延焼の拡大防止」

【従前】 【従後】
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【機密性２】

【整備地区の要件】
・重点整備地区を一つ以上含む地区

・整備地区の面積が概ね５ha以上

（重点供給地域は概ね２ha以上）

・原則として住宅戸数密度が30戸/ha以上の地区

【重点整備地区の要件】
・重点整備地区の面積が概ね１ha以上

（重点供給地域は概ね0.5ha以上）

・地区内の換算老朽住宅戸数が50戸以上

（重点供給地域は25戸以上）

・住宅戸数密度と老朽住宅の割合が一定以上
事業に関連する公共施設（道路・都市公園・河川等）の整備 関連公共施設整備（交付率：通常事業に準ずる）

共同・協調化建替
個別建替（防災建替え・認定建替え）

除却等、共同施設整備、空地整備等 (交付率:1/3)

老朽建築物、
空き家等の除却
買収費、除却工事費、通損補償等
（交付率：1/2、1/3、2/5）

従前居住者用受け皿住
宅の整備

都市再生住宅等整備事業
調査設計計画、従前居住者用賃
貸住宅整備等
（交付率:1/３、1/2、2/3）

地区内の公共施設（道
路、公園、広場、コミュニテ
ィ施設等）の整備
（交付率：地方公共団体1/2

民間事業者等1/3等）

沿道建築物の不燃化

延焼遮断帯形成事業
一定の要件を満たす沿道建築物
の外壁・開口部・屋根等の整備等
（交付率：1/3)

共同化による防災性の向上
（耐火又は準耐火建築物）

事業前 事業後

調査設計計画（権利変換計画作成を含む）土地整備、共同施設整備
（交付率：1/3）

市街地大火の延焼防止／広域避難の確保

街区レベルの延焼防止／一次避難路の確保

「防
災
環
境
軸
」の
形
成

街
区
内
部
の
整
備

防災街区整備事業

ソ
フ
ト
対
策

計
画
策
定
・

調査・計画策定
事業化コーディネート・協議会活動・地域防災力の向上に資するソフト対策支援等
整備計画策定等事業
（交付率：1/2、1/3等）

権利変換方式
（除却、移転について
の強制力の付与）

事業前

防災上課題のある
密集市街地の整備改善

事業後

「防災環境軸」の形成

街区内部の整備

計画策定・ソフト対策

耐震改修・防火改修等
改修、建替え、除却 (交付率:11.5％等)

社会資本整備総合交付金、
防災・安全交付金の基幹事業住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）

密集住宅市街地において、老朽住宅等の建替えと公共施設の整備を促進し、住環境改善、防災性の向上等を
図るため、住宅市街地の再生・整備を総合的に行う

3



ソフト対策の区分 ソフト対策の内容

① 家庭単位で設備等を備える取組
感震ブレーカーの設置促進
住宅用消火器の設置促進 等

② 地域単位で防災機能の充実を
    図る取組

消防機能の充実
・消防水利の整備
・街角消火器、可搬式ポンプ、防火バケツ等の設置 等

防災関連施設の充実
・防災備蓄倉庫の整備
・耐震性貯水槽の整備 等

避難場所等の機能向上
・民地を活用した避難経路の確保
・避難場所、避難路のバリアフリー化 等

③ 地域防災力の実効性を高める
ための取組

地域の防災情報の充実
・防災マップ、ハザードマップの作成
・災害時要援護者の名簿作成 等

防災訓練の実施 ・消火訓練、避難訓練 等

防災パトロールの実施

防災に関する人材育成
・地域防災リーダーの育成
・シンポジウム、戸別訪問等による防災意識の啓発 等

防災機能の維持管理
・地域住民による避難場所等の維持管理
・防災備蓄倉庫の防災備品の管理 等

地域防災力の向上に資するソフト対策

ハード面の取組による危険密集市街地の整備改善の加速を図るとともに、ハード面の取組による最低限の
安全性確保にとどまらない、一層の安全性の確保を図るため、地域防災力の向上に資するソフト対策も推進
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避難地・避難路等の公共施設整備や避難場所の整備、避難地・避難路周辺の建築物の不燃化、木造老朽建築物の除却及び住民の防災に対する意識の向上等を推進
し、防災上危険な市街地における地区レベルの防災性の向上を図る取組を「都市防災総合推進事業」（防災・安全交付金の基幹事業）により支援

都市防災総合推進事業の概要

事業主体：市町村、都道府県 等○ 都市防災総合推進事業の概要

施
行
地
区

＜事業メニュー① ③～⑤＞
・災害の危険性が高い区域（洪水/雨水出水/高潮浸水想定区域、

土砂/津波/火山災害警戒区域等）を含む市街地
・大規模地震発生の可能性の高い地域※4（⑤については市街地に限る）

・危険密集市街地を含む市、DID地区
＜事業メニュー⑥＞
・大規模地震発生の可能性の高い地域※4

・危険密集市街地を含む市、DID地区 等
＜事業メニュー⑦＞
・危険密集市街地
＜事業メニュー⑧＞
・激甚災害による被災地 等
・事前復興まちづくり計画に基づく事業を実施する市町村※5

○ 地区要件

事業メニュー 主な交付対象施設等 国費率※6

①災害危険度判定調査 ・各種災害に対する危険度判定調査 １／３※１

②盛土による災害
防止のための調査

・盛土等に伴う災害の発生の恐れがある区
域の把握及び既存の危険な盛土の把握
のために必要な調査

１／３
(R10年度まで1／2)

※3

③住民等のまちづくり活
動支援

・住民等に対する啓発活動
・まちづくり協議会活動助成

１／３※１

④事前復興まちづくり
計画策定支援

・事前復興まちづくり計画策定
・都道府県による市区町村の事前復興まち
づくり計画策定を支援する取組

１／３

⑤地区公共施設等整備 ・地区公共施設(避難路、避難地(避難地
に設置する防災施設を含む))

用地１／３
工事１／２

※１※２

・地区緊急避難施設(指定緊急避難場所
(津波避難タワー等)、避難場所の機能強
化(防災備蓄倉庫、非常用発電施設等))

用地１／３
工事１／２

※１※２

⑥都市防災不燃化促進
・耐火建築物等の建築への助成

調査１／３

工事１／2※１

⑦木造老朽建築物
除却事業

・密集市街地における木造老朽建築物の
除却への助成

※１

⑧被災地における
復興まちづくり
総合支援事業

・復興まちづくり計画策定
・地区公共施設、地区緊急避難施設

１／２

・高質空間形成施設
・復興まちづくり支援施設

１／３※１

避難地（防災公園・延焼防止）

防災備蓄倉庫

避難場所に向かう避難路 沿道建築物の不燃化

津波避難タワー 避難地（高台）

※２：南海トラフ特措法又は日本海溝・千島海溝特措法に基づく津波避難対策緊急事業計画に
位置付けられ、一定の要件を満たす避難場所、避難路の整備については国費率2／3

※３：既存の危険な盛土の把握のために必要な調査をR6年度までに開始し、調査内容及び調査
計画期間が明示された調査計画書を作成した地方公共団体に限り、国費率１/2

※４：地震防災対策強化地域、南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺
海溝型地震防災対策推進地域

※５：地域防災計画や市町村マスタープラン等の上位計画に記述された事前復興の取組内容
を踏まえた事前復興まちづくり計画を策定しており、当該計画に基づく事業を実施する市町村

※６：予算の範囲内での支援

※１：事業者が地方公共団体以外の場合については、下記の通り
・①、③、⑤(地区緊急避難施設に限る)、⑦、⑧(復興まちづくり支援施設整備助成に限る)については、
地方公共団体の補助に要する費用の1／2又は当該事業に要する費用の1／3のいずれか低い額
・⑤を防災街区整備推進機構が行う場合については、地方公共団体の補助に要する費用の1／2
・⑥の工事費については、当該事業に要する費用の１／２ 5



事業の概要

①建替え・セットバック
を円滑化するため、地方
公共団体が行う狭あい道
路の情報整備を支援

○交付率 地方公共団体が実施する場合：国１／２、地方公共団体１／２
民間事業者等が実施する場合：国１／３、地方公共団体１／３、民間１／３

○期限 ①情報整備について、令和11年3月31日まで
②拡幅整備について、令和11年3月31日まで

 

（第二面） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注意） 
１．「指定道路の種類」欄は、建築基準法第４２条第１項第４号の規定による指定に係る道路は「４号道路」、同法第４２条第１項第５号の規定
による指定に係る道路は「５号道路」、同法第４２条第２項の規定による指定に係る道路は「２項道路」、同法第４２条第４項の規定による指
定に係る道路は「４項道路」、同法第６８条の７第１項の規定による指定に係る道路は「予定道路」と記載すること。 

２．「申請者の氏名」欄は、建築基準法第４２条第１項第５号の規定による指定をした場合に記載すること。 
３．「水平距離指定の年月日」欄、「水平距離指定に係る道路の部分の位置」欄、「水平距離指定に係る道路の部分の延長」欄及び「水平距離」欄は、建
築基準法第４２条第３項の規定による水平距離の指定をした場合に記載すること。 

４．位置図には、方位、縮尺、指定道路の位置、延長及び幅員並びに水平距離指定に係る道路の部分の位置及び延長並びに水平距離を表示すること。また、
必要に応じて関係図面を添付すること。 

指定道路の延長：４４.９２５メートル 

位置図 

 

指定道路図

指定道路調書

安全な住宅市街地の形成を図るため、地方公共団体が実施する狭あい道路に係る情報
整備や、狭あい道路のセットバック、敷地の共同化・一道路化等による無接道敷地の解消
に要する費用に対して支援を行う。 ※狭あい道路：主に、幅員が4m未満である狭い私道 等

狭あい道路のセットバック

敷地の共同化等を併せた無接道敷地の解消イメージ

②避難路等の安全性を確保する必要性の高い箇所では、狭あ
い道路のセットバックに要する費用や、
敷地の共同化・一部道路化等を併せた無接道敷地の解消に
要する費用に対して支援

令和７年度当初予算：社会資本整備総合交付金等の内数

狭あい道路整備等促進事業
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※木造建築物の場合は、外壁・軒裏を防火構造とし、
かつ、外壁開口部に片面防火設備を設けた建築物と
する。それ以外の場合は、外壁開口部に片面防火設
備を設けた建築物とする。

階 数

防火地域 準防火地域
屋根不燃区域
（法第22条）100㎡以下 100㎡超 500㎡以下

500㎡超
1,500㎡以下

1,500㎡超
50㎡以下

屋根
階数を
問わない

不燃材料等 不燃材料等

主
要
構
造
部

４階以上
耐火建築物
＋延焼防止建築物

耐火建築物＋延焼防止建築物

準防火構造
（外壁）

３階建
準耐火建築物
＋準延焼防止
建築物２階建

準耐火建築物
＋準延焼防止建築物

防火構造の
建築物※

平屋建

窓
階数を
問わない

防火設備（原則20分の遮炎性能） 基準なし

１階

２階

３ｍ

５ｍ

１階

隣
地
境
界
線

５ｍ

３ｍ

延焼のおそれのある部分相
互
の
外
壁
間
の
中
心
線

○市街地大火を抑制する観点から、地方公共団体が定める「防火地域」・「準防火地域」・「屋根不燃区域」において
は、延べ面積・階数等に応じた性能を求めている。

〇 H30年改正により、従来、耐火建築物を求めていた建築物にあっては耐火建築物相当の延焼防止建築物、準耐火
建築物を求めていた建築物にあっては準耐火建築物相当の準延焼防止建築物でもよいとする合理化を実施。

で囲まれている部分は「延焼のおそれのある部分」のみが規制対象
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防火地域 約32,000ha

準防火地域 約332,000ha

■全国の指定状況

（令和６年都市計画現況調査より）

防火地域等における建築物の規制



都府県 市区町村
面積

(H2３年度末)

面積
(R2年度末)

面積
(R6年度末)

埼玉県 川口市 ５４ha ５４ha ５４ha

千葉県 浦安市 ９ha ８ha ８ha

東京都
文京区、台東区、墨田区、品川区、
目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、
中野区、豊島区、北区、荒川区、足立区

１，６８３ha ２４７ha ４５ha

神奈川県 横浜市、川崎市 ８３５ha※(６９０ha) ３５５ha ３０１ha

愛知県 名古屋市、安城市 １０４ha ０ha ０ha

滋賀県 大津市 １０ha １０ha １０ha

京都府 京都市、向日市 ３６２ha ２２０ha ２２０ha

大阪府
大阪市、堺市、豊中市、守口市、
門真市、寝屋川市、東大阪市

２，２４８ha １，０１４ha ４２５ha

兵庫県 神戸市 ２２５ha １９０ha １７６ha

和歌山県 橋本市、かつらぎ町 １３ha ０ha ０ha

徳島県 鳴門市、美波町、牟岐町 ３０ha ５ha ０ha

香川県 丸亀市 ３ha ０ha ０ha

愛媛県 宇和島市 ４ha ０ha ０ha

高知県 高知市 ２２ha １８ha １８ha

長崎県 長崎市 ２６２ha ９５ha ８９ha

大分県 大分市 ２６ha ０ha ０ha

沖縄県 嘉手納町 ２ha ２ha ０ha

合計
４１市区町

５，８９０ha※

(５，７４５ha)
２２市区町
２，２１９ha

１５市区町
１，３４７ha

解消率 ０％ ６２％ ７７％

密集市街地の整備改善について

道路・公園等の公共施設の整備、老朽建築物の除却・建替えや、備蓄倉庫の設置、防災マップの作成、
避難・消火訓練等を促進することにより、ハード・ソフトの両面から密集市街地の整備改善を推進

※ 密集市街地のうち、延焼危険性や避難困難性が特に高く、地震時等における最低限の安全性が確保されていない、著しく危険な密集市街地

【地震時等に著しく危険な密集市街地 （H24年10月公表）】

目標は住生活基本計画（全国計画）（令和８年３月閣議決定）

※H24.10公表後、R2に145ha(横浜市)追加

著しく危険な密集市街地※の面積の解消率 ７７％（令和６年度末) １００％（令和12年度末）

危険密集市街地の面積の推移
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【出典】：住宅・土地統計調査（総務省）

【空き家の取得経緯】【空き家数の推移】
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空き家対策（法律・予算・税制）

法律：空家等対策の推進に関する特別措置法 予算：空き家対策総合支援事業【R7予算額：59億円】

税制：空き家の発生を抑制するための特例措置

■ 市区町村向け(補助率：右図)

・特定空家等の除却
・空き家の公益的な活用(改修)
・支援法人への委託費支出 他
※一部メニューは社交金の活用も可能

■ 民間事業者向け(補助率：定額)

モデル的な創意工夫のある空き家
対策の取組への支援

■ 住まいを相続した者が早期に住まいや敷地を譲渡した場合に、
譲渡所得から3,000万円（相続人３名以上は2,000万円）を控除

＜要件等＞
・昭和56年５月31日以前に建築された住まい（登記された区分所有建物を除く）
・相続開始の直前に被相続人が居住（老人ホーム等への入所の場合も可）
・相続の３年後の日の属する年の12月31日までに譲渡
・譲渡に際し、空き家の耐震改修又は除却が必要

新築・建替
18.8%

中古住宅購入
14.0%

贈与3.3%

相続 54.6%

新築購入5.3%

不明・不詳4.0%

国

1/3

市区町村

1/3

所有者

1/3

※市区町村実施：国２/５、市区町村３/５
※代執行等：国１/２、市区町村１/２

※市区町村実施：国１/２、市区町村１/２

活用

国

2/5

市区町村

2/5

所有者

1/5
除却

【出典】：令和元年空き家所有者実態調査（国土交通省）

■ 特定空家等の除却等
市区町村は、特定空家等※に対し、助言・指導、勧告、命令、代執行

（所有者不明時、緊急時の特例的措置あり）が可能
※「特定空家等」：倒壊等著しく保安上危険など、周辺に悪影響を及ぼす空家等

■ 空家等の管理の確保
・国は、空き家の管理の参考となる「管理指針」を公表
・市区町村は、管理不全空家等※に対し、指針に即して指導・勧告が可能
※「管理不全空家等」：そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある空家等

■ 空家等の活用拡大
市区町村は、「空家等活用促進区域」を設定可能。区域内では所有者

への活用要請のほか、接道・用途制限の規制合理化が可能

■ その他の措置
・上記の勧告を受けた場合、固定資産税等の住宅用地特例は適用除外
・所有者への相談対応等を行うNPO・一般社団法人等を「空家等管理活用

支援法人」として市区町村が指定可能
・市区町村は、所有者不明の空家等について、裁判所に対して財産管理

人の選任等を請求することが可能

〇 我が国の空き家は、年々増加し続けている。

〇 中でも、使用目的のない空き家※の増加が顕著
で、この20年で約1.8倍に増加。
※ 賃貸・売却用、自己使用(別荘等)でない空き家

〇 空き家の取得経緯は、相続が最も多く、過半
を超える(55％)。

使用目的のない空き家 二次的住宅

空き家率賃貸用又は売却用の空き家
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助言又は指導
（22条１項）

勧 告
（22条２項）

  命 令※２

（22条３項）

行政代執行
（22条９項）

戒 告
（行政代執行法）

略式代執行
（22条10項）

所
有
者
不
明
の
場
合

管理不全空家等と特定空家等に対する具体的な措置

指 導
（13条１項）

勧 告
（13条２項）

緊急代執行
（22条11項）

災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合

管理不全空家等 特定空家等

情報の収集

固定資産税情報の内部利用等による所有者等の把握（10条）

固定資産税等
の住宅用地特
例を解除 ※１

特定空家等への立入調査等（９条）

固定資産税等
の住宅用地特
例を解除 ※１
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小規模住宅用地
（200㎡以下の部分）

一般住宅用地
（200㎡を超える部分）

固定資産税
の課税標準 1/6に減額 1/3に減額

※１ 固定資産税の住宅用地特例の概要

※２ 命令に従わない場合は50万円以下の過料

「特定空家等」：
倒壊等著しく保安上危険など、
周辺に悪影響を及ぼす空家等

「管理不全空家等」：
そのまま放置すれば特定空家
等になるおそれのある空家等



空き家対策総合支援事業 令和８年度当初予算案：59億円

空家法の空家等対策計画に基づき市区町村が実施する空き家の除却・活用に係る取組や、NPOや民間
事業者等が行うモデル性の高い空き家の活用・改修工事等に対して支援（事業期間：令和８年度～令和12年度）

国

1/3

地方公共団体

1/3

所有者

1/3

※市区町村が実施する場合は国２/５、市区町村３/５
※代執行等の場合は国１/２、市区町村１/２

※市区町村が実施する場合は国１/２、市区町村１/２

（空き家の所有者が実施する場合）

活用

国

2/5

地方公共団体

2/5

所有者

1/5除却

国

1/2

地方公共団体

1/2
支援法人
業務

（空き家の所有者が実施する場合）

空き家の除却・活用等への支援（市区町村向け）

① 空き家の除却
ー特定空家等の除却、跡地を地域活性化のために計画的に利用する除却等

② 空き家の活用
ー地域コミュニティ維持・再生のために10年以上活用するための改修

③ 空き家を除却した後の土地の整備

④ 空き家の活用か除却かを判断するためのフィージビリティスタディ

⑤ 空家等対策計画の策定等に必要な空き家の実態把握

⑥ 空き家の所有者の特定

※上記①～⑥は、空き家再生等推進事業（社会資本整備総合交付金）でも支援が可能。

⑦ 空家等管理活用支援法人による空き家の活用等を図るための業務

⑧ 空家法に基づく代執行等の円滑化のための法務的手続等を行う事業（附帯事業）

ー行政代執行等に係る弁護士相談費用、財産管理制度の活用に伴い発生する予納金等

⑨ ①～⑥の事業と一体となり、その効果を一層高めるために必要な事業 (促進事業)

①調査検討等支援事業（定額） ー創意工夫を凝らしたモデル性の高い取組に係る調査検討やその普及・広報等への支援

②改修工事等支援事業（除却：2/5、活用：1/3） ー創意工夫を凝らしたモデル性の高い空き家の改修工事・除却工事等への支援

モデル的な取組への支援（NPO・民間事業者等向け）

※1法人あたり、補助期間最大3年
（空家等活用促進区域を指定している場合は制限なし）
※令和8年度より、支援法人業務の補助対象業務を追加

＜主な実施要件＞ 

○ 空き家の除却事業及び活用事業の実施（＜補助対象事業＞の①及び②）

※空家等管理活用支援法人を指定している場合又は
空家等活用促進区域を指定している場合は本要件を免除

＜主な補助率＞ 

＜補助対象事業＞ 

赤字はR8年度拡充事項
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• 財政上・税制上の措置や、特定空家等への指導・勧告等を通じた除却等の対策の更なる促進。

• 消防部局と空き家担当部局の連携の更なる促進。

• 大規模な延焼危険性が潜在している老朽木造住宅密集地域の有無の確認と消防部局との

共有。

• 建築物の更新が進みにくい老朽木造住宅密集地域における、老朽建築物の除却（空地の確

保）や狭あい道路の拡幅（避難路の確保）等の促進。

• 面的な防火規制の指定の働きかけ。

空き家対策の一層の推進

密集市街地対策と空き家対策の取組方針（案）

密集市街地対策の一層の推進
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密集市街地における延焼危険性を踏まえ、人口減少や高齢化により、建築物の更新が

進みにくい老朽木造住宅密集地域においても、空き家等の老朽建築物の除却による空地

の確保が延焼拡大防止上有効であることから、以下の取組を推進することが必要である。
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